
議案第３４号 

みよし市税条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  令和６年６月１０日提出 

                         みよし市長 小 山   祐     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

説 明 

 この案を提出するのは、地方税法の一部改正等に伴い必要があるからである。 
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   みよし市税条例の一部を改正する条例 

みよし市税条例（昭和２９年三好村条例第５号）の一部を次のように改正する。  

第４９条第２項中「によって」を「により」に改め、同項各号列記以外の部分に次のただし

書を加える。 

ただし、市長が、当該者が同項各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、市

民税を減免する必要があると認める場合は、この限りでない。 

第４９条第３項中「によって」を「により」に、「においては、ただちに」を「には、直ち

に」に改める。 

第５４条中「第６４条第４項」を「第１５２条第５項」に改める。 

第６５条第２項中「によって」を「により」に改め、同項各号列記以外の部分に次のただし

書を加える。 

ただし、市長が、当該者が所有する固定資産が同項各号のいずれかに該当することが明ら

かであり、かつ、固定資産税を減免する必要があると認める場合は、この限りでない。 

第６５条第３項中「によって」を「により」に、「においてはただちに」を「には、直ち

に」に改める。 

第１２５条の３第２項中「によって」を「により」に改め、同項各号列記以外の部分に次の

ただし書を加える。 

ただし、市長が、当該者が所有し、又は取得する土地が同項各号のいずれかに該当するこ

とが明らかであり、かつ、特別土地保有税を減免する必要があると認める場合は、この限り

でない。 

第１２５条の３第３項中「によって」を「により」に改める。 

附則第１０条の２第１８項を同条第２０項とし、同条第１７項を同条第１９項とし、同条第

１６項を同条第１８項とし、同条第１５項を同条第１６項とし、同項の次に次の１項を加える。 

１７ 法附則第１５条第３８項に規定する市町村の条例で定める割合は、２分の１とする。 

附則第１０条の２第１４項を同条第１５項とし、同条第９項から第１３項までを１項ずつ繰

り下げ、同条第８項の次に次の１項を加える。 

９ 法附則第１５条第２５項第２号に規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定

める割合は、７分の６とする。 

附則第１２条第１項中「（商業地等に係る令和４年度分の固定資産税にあっては、１００分

の２．５）」及び「（令和３年度分の固定資産税にあっては、前年度分の固定資産税の課税標
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準額）」を削る。 

附則第１３条中「。以下この項において同じ。」及び「（令和３年度分の固定資産税にあっ

ては、前年度分の固定資産税の課税標準額）」を削る。 

附則第１３条の２第４項を削る。 

附則第１３条の３第１項中「（令和３年度分の固定資産税にあっては、前年度分の固定資産

税の課税標準額）」を削る。 

附則第１４条中「又は第４項」を削る。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第５４条の改正規定は、令和７年４月１日か

ら施行する。 

3



みよし市税条例の一部改正新旧対照表 

改正案 現行 

（市民税の減免） （市民税の減免） 

第49条 略 第49条 略 

2 前項の規定により市民税の減免を受けようとする者は、納期限前7日（災害その他の特別な事情があることによ

り、当該日までに申請書を提出することが著しく困難であると市長が認めた場合は、市長が別に定める日）まで

に次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなけれ

ばならない。ただし、市長が、当該者が同項各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、市民税を減免

する必要があると認める場合は、この限りでない。 

2 前項の規定によって市民税の減免を受けようとする者は、納期限前7日（災害その他の特別な事情があることに

より、当該日までに申請書を提出することが著しく困難であると市長が認めた場合は、市長が別に定める日）ま

でに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなけ

ればならない。 

(1)以下 略 (1)以下 略 

3 第1項の規定により市民税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合には、直ちにその旨を市長に申告しな

ければならない。 

3 第1項の規定によって市民税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、ただちにその旨を市長

に申告しなければならない。 

（固定資産の非課税の規定の適用を受けようとする者がすべき申告） （固定資産の非課税の規定の適用を受けようとする者がすべき申告） 

第53条 略 第53条 略 

第54条 法第348条第2項第9号、第9号の2若しくは第12号の固定資産又は同項第16号の固定資産（独立行政法人労

働者健康安全機構が設置する医療関係者の養成所において直接教育の用に供するものに限る。）について同項本

文の規定の適用を受けようとする者は、土地については第1号及び第2号に、家屋については第3号及び第4号に、

償却資産については第5号及び第6号に掲げる事項を記載した申告書を、当該土地、家屋又は償却資産が学校法人

若しくは私立学校法（昭和24年法律第270号）第152条第5項の法人、公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法

人若しくは社会福祉法人で幼稚園を設置するもの、医療法（昭和23年法律第205号）第31条の公的医療機関の開設

者、令第49条の10第1項に規定する医療法人、公益社団法人若しくは公益財団法人、一般社団法人（非営利型法人

（法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この条において同じ。）に該当するものに限る。）

若しくは一般財団法人（非営利型法人に該当するものに限る。）、社会福祉法人、独立行政法人労働者健康安全機

構、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会若しくは国家公務員共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会

で看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士、助産師、臨床検査技師、理学療法士若しくは作業療法士の養成所

を設置するもの、公益社団法人若しくは公益財団法人で図書館を設置するもの、公益社団法人若しくは公益財団

法人若しくは宗教法人で博物館法（昭和26年法律第285号）第2条第1項の博物館を設置するもの又は公益社団法

人若しくは公益財団法人で学術の研究を目的とするもの（以下この条において「学校法人等」という。）の所有に

属しないものである場合においては当該土地、家屋又は償却資産を当該学校法人等に無料で使用させていること

を証明する書面を添付して、市長に提出しなければならない。 

第54条 法第348条第2項第9号、第9号の2若しくは第12号の固定資産又は同項第16号の固定資産（独立行政法人労

働者健康安全機構が設置する医療関係者の養成所において直接教育の用に供するものに限る。）について同項本

文の規定の適用を受けようとする者は、土地については第1号及び第2号に、家屋については第3号及び第4号に、

償却資産については第5号及び第6号に掲げる事項を記載した申告書を、当該土地、家屋又は償却資産が学校法人

若しくは私立学校法（昭和24年法律第270号）第64条第4項の法人、公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法

人若しくは社会福祉法人で幼稚園を設置するもの、医療法（昭和23年法律第205号）第31条の公的医療機関の開設

者、令第49条の10第1項に規定する医療法人、公益社団法人若しくは公益財団法人、一般社団法人（非営利型法人

（法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この条において同じ。）に該当するものに限る。）

若しくは一般財団法人（非営利型法人に該当するものに限る。）、社会福祉法人、独立行政法人労働者健康安全機

構、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会若しくは国家公務員共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会

で看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士、助産師、臨床検査技師、理学療法士若しくは作業療法士の養成所

を設置するもの、公益社団法人若しくは公益財団法人で図書館を設置するもの、公益社団法人若しくは公益財団

法人若しくは宗教法人で博物館法（昭和26年法律第285号）第2条第1項の博物館を設置するもの又は公益社団法

人若しくは公益財団法人で学術の研究を目的とするもの（以下この条において「学校法人等」という。）の所有に

属しないものである場合においては当該土地、家屋又は償却資産を当該学校法人等に無料で使用させていること

を証明する書面を添付して、市長に提出しなければならない。 

(1)以下 略 (1)以下 略 

（固定資産税の減免） （固定資産税の減免） 

第65条 略 第65条 略 

2 前項の規定により固定資産税の減免を受けようとする者は、納期限前7日（災害その他の特別な事情があること

により、当該日までに申請書を提出することが著しく困難であると市長が認めた場合は、市長が別に定める日）

までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提

出しなければならない。ただし、市長が、当該者が所有する固定資産が同項各号のいずれかに該当することが明

2 前項の規定によって固定資産税の減免を受けようとする者は、納期限前7日（災害その他の特別な事情があるこ

とにより、当該日までに申請書を提出することが著しく困難であると市長が認めた場合は、市長が別に定める日）

までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提

出しなければならない。 
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みよし市税条例の一部改正新旧対照表 

改正案 現行 

らかであり、かつ、固定資産税を減免する必要があると認める場合は、この限りでない。 

(1)以下 略 (1)以下 略 

3 第1項の規定により固定資産税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合には、直ちにその旨を市長に申告

しなければならない。 

3 第1項の規定によって固定資産税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においてはただちにその旨を市

長に申告しなければならない。 

（特別土地保有税の減免） （特別土地保有税の減免） 

第125条の3 略 第125条の3 略 

2 前項の規定により特別土地保有税の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに、次に掲げる事項を記載し

た申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、

市長が、当該者が所有し、又は取得する土地が同項各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、特別土

地保有税を減免する必要があると認める場合は、この限りでない。 

2 前項の規定によって特別土地保有税の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに、次に掲げる事項を記載

した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。 

(1)以下 略 (1)以下 略 

3 第1項の規定により特別土地保有税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合には、直ちにその旨を市長に

申告しなければならない。 

3 第1項の規定によって特別土地保有税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合には、直ちにその旨を市長

に申告しなければならない。 

附 則 附 則 

（法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合） （法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合） 

第10条の2 1～8 略 第10条の2 1～8 略 

9 法附則第15条第25項第2号に規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は、7分の6とす

る。 

 

10 略 9 略 

11 略 10 略 

12 略 11 略 

13 略 12 略 

14 略 13 略 

15 略 14 略 

16 略 15 略 

17 法附則第15条第38項に規定する市町村の条例で定める割合は、2分の1とする。  

18 略 16 略 

19 略 17 略 

20 略 18 略 

（宅地等に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の特例） （宅地等に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の特例） 

第12条 宅地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の額は、当該宅地等に係る当該年度分

の固定資産税額が、当該宅地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該宅

地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格（当該宅地等が当該年度分の固定資産税について

法第349条の3の2の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下こ

第12条 宅地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の額は、当該宅地等に係る当該年度分

の固定資産税額が、当該宅地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該宅

地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格（当該宅地等が当該年度分の固定資産税について

法第349条の3の2の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下こ
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みよし市税条例の一部改正新旧対照表 

改正案 現行 

の条において同じ。）に100分の5を乗じて得た額を加算した額（当該宅地等が当該年度分の固定資産税について

法第349条の3又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれら

の規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした

場合における固定資産税額（以下「宅地等調整固定資産税額」という。）を超える場合には、当該宅地等調整固定

資産税額とする。 

の条において同じ。）に100分の5（商業地等に係る令和4年度分の固定資産税にあっては、100分の2.5）を乗じて

得た額を加算した額（令和3年度分の固定資産税にあっては、前年度分の固定資産税の課税標準額）（当該宅地等

が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅

地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の固定資

産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額（以下「宅地等調整固定資産税額」という。）を超

える場合には、当該宅地等調整固定資産税額とする。 

2以下 略  2以下 略  

（農地に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の特例） （農地に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の特例） 

第13条 農地に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の額は、当該農地に係る当該年度分の固

定資産税額が、当該農地に係る当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額（当該農地が

当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける農地

であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）に、当該農地の当該年度の次の表の

左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度

分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額（以下「農地調整固定資産税額」とい

う。）を超える場合には、当該農地調整固定資産税額とする。 

第13条 農地に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の額は、当該農地に係る当該年度分の固

定資産税額が、当該農地に係る当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額（当該農地が

当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける農地

であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額。以下この項において同じ。）に、当該

農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額

（令和3年度分の固定資産税にあっては、前年度分の固定資産税の課税標準額）を当該農地に係る当該年度分の固

定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額（以下「農地調整固定資産税額」という。）を

超える場合には、当該農地調整固定資産税額とする。 

略 
 

略 
 

（市街化区域農地に対して課する平成6年度以降の各年度分の固定資産税の特例） （市街化区域農地に対して課する平成6年度以降の各年度分の固定資産税の特例） 

第13条の2 1～3 略 第13条の2 1～3 略 

 4 令和2年度分の固定資産税についてみよし市税条例の一部を改正する条例（令和3年みよし市条例第15号）による

改正前のみよし市税条例（以下「令和3年改正前の条例」という。）附則第13条の2第3項において準用する同条第

1項ただし書の規定の適用を受けた市街化区域農地に対して課する令和3年度分の固定資産税の額は、前項の規定

により算定した当該市街化区域農地に係る令和3年度分の固定資産税額が、当該市街化区域農地に係る令和2年度

分の固定資産税に係る令和3年改正前の条例附則第13条の2第3項において準用する同条第1項ただし書に規定する

固定資産税の課税標準となるべき額を当該市街化区域農地に係る令和3年度分の固定資産税の課税標準となるべ

き額とした場合における固定資産税額を超える場合には、当該固定資産税額とする。 

第13条の3 市街化区域農地に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の額は、前条の規定によ

り算定した当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該市街化区域農地の当該年度分の固定資

産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標

準となるべき価格の3分の1の額に100分の5を乗じて得た額を加算した額（当該市街化区域農地が当該年度分の固

定資産税について法第349条の3又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける市街化区域農地であ

るときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資

産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額（以下「市街化区域農地調整固定資産税額」とい

う。）を超える場合には、当該市街化区域農地調整固定資産税額とする。 

第13条の3 市街化区域農地に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の額は、前条の規定によ

り算定した当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該市街化区域農地の当該年度分の固定資

産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標

準となるべき価格の3分の1の額に100分の5を乗じて得た額を加算した額（令和3年度分の固定資産税にあっては、

前年度分の固定資産税の課税標準額）（当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又

は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定

に定める率を乗じて得た額）を当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とし

た場合における固定資産税額（以下「市街化区域農地調整固定資産税額」という。）を超える場合には、当該市街

化区域農地調整固定資産税額とする。 
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みよし市税条例の一部改正新旧対照表 

改正案 現行 

2 略  2 略  

（免税点の適用に関する特例） （免税点の適用に関する特例） 

第14条 附則第12条、第13条、第13条の2又は第13条の3の規定の適用がある各年度分の固定資産税に限り、第59条

に規定する固定資産税の課税標準となるべき額は、附則第12条、第13条又は第13条の3の規定の適用を受ける宅

地等、農地又は市街化区域農地についてはこれらの規定に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべ

き額によるものとし、附則第13条の2の規定の適用を受ける市街化区域農地（附則第13条の3の規定の適用を受け

る市街化区域農地を除く。）については附則第13条の2第1項（同条第3項において準用する場合を含む。）に規定

するその年度分の課税標準となるべき額によるものとする。 

第14条 附則第12条、第13条、第13条の2又は第13条の3の規定の適用がある各年度分の固定資産税に限り、第59条

に規定する固定資産税の課税標準となるべき額は、附則第12条、第13条又は第13条の3の規定の適用を受ける宅

地等、農地又は市街化区域農地についてはこれらの規定に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべ

き額によるものとし、附則第13条の2の規定の適用を受ける市街化区域農地（附則第13条の3の規定の適用を受け

る市街化区域農地を除く。）については附則第13条の2第1項（同条第3項において準用する場合を含む。）又は第

4項に規定するその年度分の課税標準となるべき額によるものとする。 
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